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市
営
住
宅
へ
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す

○
募
集
期
間

10
月
19
日
（
月
）
〜
11
月
２
日
（
月
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

(

土
・
日
曜
日
除
く)

※
10
月
15
日
か
ら
建
築
課
お
よ
び
各
支

所
で
募
集
案
内
書
を
配
付

○
申
込
場
所

建
築
課(

市
役
所
本
館
２
階)

○
申
込
要
件

次
の
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
す
人

①
市
内
に
住
所
ま
た
は
勤
務
場
所
を
有

し
、
市
税
お
よ
び
国
民
健
康
保
険
料

の
滞
納
が
な
い
こ
と

②
申
込
者
お
よ
び
同
居
予
定
者
が
、
暴

力
団
員
で
な
い
こ
と

③
現
に
同
居
、
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と

す
る
親
族
が
あ
る
人
※
南
小
足
団
地

は
、
単
身
で
の
申
込
が
可
能
で
す
が
、

条
件
等
が
あ
り
ま
す
の
で
詳
し
く
は

建
築
課
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

④
申
込
世
帯
の
収
入
月
額
（
合
計
）
が

15
万
８
千
円
以
下
で
あ
る
こ
と

※
次
に
該
当
す
る
人
等
は
21
万
４
千
円

以
下

・
申
込
者
が
昭
和
31
年
４
月
１
日
以
前

に
生
ま
れ
た
人
で
、
同
居
者
の
い
ず

れ
も
が
昭
和
31
年
４
月
１
日
以
前
に

生
ま
れ
た
人
ま
た
は
平
成
３
年
11
月

２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人
の
場
合

・
身
体
に
障
害
（
１
〜
４
級
）
が
あ
る
人
、

精
神
に
障
害
（
１
〜
２
級
）
が
あ
る
人
、

ま
た
は
知
的
障
害
（
精
神
障
害
１
〜
２

級
と
同
程
度
）
が
あ
る
人

・
小
学
校
就
学
前
の
お
子
さ
ん
（
平
成

15
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
）
が
い

る
世
帯

⑤
現
に
住
宅
に
お
困
り
の
人

○
選
考
方
法

要
件
を
満
た
す
人
の
中
か
ら
、
市
営

住
宅
運
営
委
員
会
の
審
査
を
経
て
公

開
抽
選
対
象
者
を
決
定
後
、
公
開
抽

選
に
よ
り
決
定

○
入
居
の
時
期
　

平
成
21
年
12
月
下
旬

※
原
則
、
代
理
人
を
通
じ
て
の
申
込
不
可

※
入
居
に
際
し
て
、
連
帯
保
証
人
２
人

必
要

※
家
賃
額
は
収
入
月
額
に
よ
り
算
定

※
敷
金
は
家
賃
の
３
か
月
分

市営住宅、防災訓練、耐震診断 パブコメ、事務室移転

■問
建
築
課
（
7
X
６
５
３
３
）

募集住宅（一般入居向け）

募集住宅

千草東団地
第5-2号

（東上坂町）
千草東団地
第5-8号

（東上坂町）
千草西団地
第5-1号
（千草町）
新庄寺団地
第1-14号
（新庄寺町）
南小足団地
第1-2号

（南小足町）

建設
年度

昭和
55年度

昭和
55年度

昭和
53年度

昭和
40年度

昭和
44年度

構造

準耐火構造
２階建

準耐火構造
２階建

準耐火構造
２階建

中層耐火構造
４階建

準耐火構造
２階建

間取り

３Ｋ

３Ｋ

３Ｋ

３K

２K

住戸
面積
（㎡）

63.1

63.1

55.4

40.2

39.5

階

－

－

－

４

－

平成21年度
家賃月額(円)※

14,300
～

28,100
14,300
～

28,100
12,300
～

24,200
7,800
～

15,300
8,300
～

16,300

単身
申込

×

×

×

×

○

入居できる期間は、入居可能日から最長10年間です。※入居者の収入月額により算定します。

平
成
21
年
10
月
18
日
（
日
）
午
前

７
時
に
湖
北
地
域
で
大
規
模
地
震
が

発
生
し
、
市
内
に
お
い
て
震
度
７
を

観
測
し
た
と
想
定
し
、
南
郷
里
小
学

校
を
メ
イ
ン
会
場
と
し
て
長
浜
市
総

合
防
災
訓
練
を
実
施
し
ま
す
。

７
時
地
震
発
生

※
防
災
無
線
で
市
内

全
域
に
合
図
し
ま
す
。

７
時
〜
８
時
30
分

対
象
は
市
民
全
員
で
す
。

◆
各
家
庭
・
自
治
会
・
自
主
防
災
組

織
で
防
災
活
動
を
実
施
し
て
く
だ

さ
い
。

※
南
郷
里
小
学
校
区
内
の
自
治
会
の

み
な
さ
ん
は
、
各
自
治
会
内
で
の

訓
練
が
終
っ
た
ら
、
自
治
会
ご
と

に
メ
イ
ン
会
場
の
南
郷
里
小
学
校

に
避
難
し
て
く
だ
さ
い
。

９
時
00
分
〜
11
時
30
分

【
場
所
】
南
郷
里
小
学
校

【
内
容
】
防
災
運
動
会
（
バ
ケ
ツ
リ
レ

ー
な
ど
）、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
復
旧
訓
練
、

応
急
救
護
活
動
訓
練
、
土
砂
災
害
救

出
救
助
訓
練
な
ど

◆
ど
な
た
で
も
見
学
し
て
い
た
だ
け

ま
す
。
体
験
・
展
示
コ
ー
ナ
ー
も

あ
り
ま
す
の
で
、
み
な
さ
ん
ぜ
ひ

お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
訓
練
会
場
へ
の
見
学
は
、
車
で
の

ご
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
会
場
周
辺
は
混
雑
が
予
想
さ

れ
ま
す
の
で
、
車
両
の
通
行
を
控

え
て
く
だ
さ
い
。

わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
に
も
地
震
の

危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
大
地
震
か
ら
、

大
切
な
生
命
と
財
産
を
守
る
た
め
に
、

昭
和
56
年
以
前
建
築
の
木
造
住
宅
は
、

ま
ず
耐
震
診
断
を
受
け
、
地
震
に
備

え
ま
し
ょ
う
！

[

対
象
と
な
る
木
造
住
宅]

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ

れ
、
完
成
し
て
い
る
も
の
他

[

予
定
棟
数]

40
棟
（
先
着
順
）

[

申
込
受
付
期
間]

平
成
21
年
12
月
18
日(

金)

ま
で

■問
総
務
課(

7
X
６
５
５
５)

■問
・
■申
建
築
課(

7
X
６
５
４
３)

第１部

各
家
庭
、
自
治
会
、

自
主
防
災
組
織
に
よ
る
訓
練

第２部

防
災
関
係
機
関
等
が

連
携
し
た
訓
練

10
月
18
日（
日
）長
浜
市
総
合
防
災
訓
練
を
実
施
し
ま
す

木
造
住
宅
の
無
料
た
い
し
ん
診
断
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

【
受
付
期
間
を
12
月
18
日
ま
で
延
長
し
ま
す
】

～文化芸術振興にかかる基本方針案へのご意見を募集します～
市では、市民やサークルなどと行政とが協働して長浜らしい文化芸術活動を

推進し、一人ひとりの感性や個性が輝くまちにするための指針となる「文化芸
術振興にかかる基本方針」を、来年１月の実施に向けて策定中です。
この方針は、次代へ引き継ぐべき市民文化の保護育成や、市民やサークルな

どが行う文化芸術活動への支援などを盛り込んだもので、市民生活や市の文化
芸術施策に密接に関係します。文化団体代表者をはじめ、社会教育委員や生涯
学習推進協議会委員などで構成する策定委員会での検討を重ね、このたび方針
案が定まりましたので、広く市民のみなさんからご意見を募集します。

パブリックコメント

募集する案　長浜市文化芸術振興にかかる基本方針案
閲 覧 場 所　長浜市ホームページ、市役所東別館４階 生涯学習・文化スポーツ課、本庁１階市政情報コー

ナー、浅井・びわ各支所の市政情報コーナー
提 出 方 法　任意の様式で電子メール、ファックス、郵便又は持参して生涯学習・文化スポーツ課へ

提出の際には、住所、氏名及び年齢を明記してください。
提　出　先　〒526-0031 長浜市八幡東町632番地　企画部生涯学習・文化スポーツ課

FAX65-4586、電子メール　syougaku@city.nagahama.lg.jp
そ　の　他　いただいたご意見は、市の見解とともに公表しますが、個別には返答しませんのでご了解く

ださい。
※詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、生涯学習・文化スポーツ課までお問合わせください。

■問生涯学習・文化スポーツ課（7X８７８７）

募集期間
10月1日（木）

～
10月30日（金）

10月13日（火）から
教育委員会事務局と湖北地域介護認定審査室が、
浅井支所庁舎の２階へ移転します！
電話番号が新しくなりますのでご注意ください。

市役所東別館 (八幡東町) から浅井支所庁舎２階 (内保町2490-1) へ
○教育委員会事務局
教育総務課 （7aa３７００、FAXaa３７９１）
教育指導課 （7aa３７０１、FAXaa３７９１）

※教育センターは、直通の電話番号が次のとおり
変更になります。
（7aa３７０２、ＦＡＸaa３１８１）

○湖北地域介護認定審査室
（7aa３６０３、FAXaa３６０７）

※市では、教育委員会事務局等の移転に
伴い、10月上旬から市役所東別館の改修
工事を始めます。
工事中は、東別館駐車場が狭くなるな

ど、ご迷惑をおかけしますが、ご理解と
ご協力をお願いいたします。


